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令和７年第１１回教育委員会会議録 

■会議名 令和７年第１１回忠岡町教育委員会定例会 

■日 時 令和７年１１月２６日（水）午前１０時００分から午前１０時４５分 

■場 所 忠岡町役場 ３階 研修室１ 

■出席者 教育委員会 

教育長          大塚  孝 

教育長職務代理者     新田 哲也 

委員           谷野 しづこ 

委員           竹林 正訓 

委員           德田 久子 

     事務局 

教育部長         柏原 憲一 

教育部理事兼学校教育課長 石本 秀樹 

教育部理事        森田 綾子 

教育部教育課長      伊藤  真 

教育部学校教育課参事   黒木 謙太 

教育部教育課課長代理   石栗 健史 

■傍聴者数 １名 

■会議録署名委員 德田委員 

■議事日程 

日程第１ 報告第３５号 行事等報告について 

日程第２ 報告第３６号 町立各学校行事について 

日程第３ 議案第１８号 忠岡町教育委員会後援名義の使用申請について 

日程第４ 議案第１９号 令和７年第４回忠岡町議会定例会議案教育委員会関

係事項について 

案件１ 令和７年度忠岡町一般会計補正予算（第 

６号）について 

その他 
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■会議の内容 

大塚教育長 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今から令和７年第１１回忠岡町教育委員会定例会を開催いたし

ます。 

 

（ 開会 午前１０時００分 ） 

 

本日は、出席委員定数に達しておりますので、委員会は成立してお

ります。 

次に議事に入ります前に、本日傍聴の申し出があります。 

傍聴を許可することとしてよろしいでしょうか。 

 

（ 「異議なし」 ） 

 

ご異議がないので、傍聴される方の入室を許可することといたしま

す。 

 

     （ 傍聴者１名入室 ） 

 

本日の会議録署名委員を会議規則第１６条第３項の規定により、教

育長の指名として、ご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」 ） 

 

ご異議がないので、德田委員にお願いいたします。 

次に、教育長の報告をさせて頂きます。 

委員の皆様、お忙しい中、会議にご出席賜り感謝申し上げます。 

１１月１日に、小学校の運動会がそれぞれ行われまして、ご覧いた

だきましてありがとうございます。どちらの学校も、子どもたちの

一生懸命な姿が見られてとてもよかったと思います。私も感動させ

ていただきました。１１月１２日には、総合教育会議が開催されま

して、様々なご意見を賜りありがとうございました。いただいたご

意見を真摯に受けとめ、中学校の部活動については、部活動指導員

の制度化により外部の指導者の活用を進めて参りたいと思います。

また、今後の小中学校の在り方につきましては、児童生徒数の今後

さらなる減少見込みを踏まえて、どのような方策がいいのか、また、

考えられるのか。事務局で検討して参りたいと思います。方策によ

っては、町全体の都市計画等に関係する場合もありますので、直ち

にというわけにはいきませんけれども、検討を進めて参りたいと考

えております。委員の皆様におかれましては、今回も忌憚のないご
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石栗課長代理 

 

大塚教育長 

 

 

伊藤課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは議事に入ります。 

議事日程を事務局より朗読願います。 

 

（ 議事日程朗読 ） 

 

日程第１・報告第３４号「行事等報告について」を議題といたしま

す。事務局担当者より趣旨説明をして下さい。 

 

それでは、議案書の３ページをお願いいたします。 

令和７年１０月の社会教育行事等についてご報告いたします。 

１０月２日に、保健センターでの１歳７、８ヶ月健診にこられた方

に、ブックスタート事業、ブックセカンドとして、１４名の方に絵

本の配布をいたしました。 

１０月５日に、おもちゃの病院を児童館にて実施しました。 

１０月９日に、保健センターでの乳幼児健診にこられた方にブック

スタート事業、ブックファーストとして５名の方に絵本の配布をい

たしました。 

同じく１０月９日、町民体育大会合同会議を、ふれあいホールにて

開催しました。 

１０月１０日に、のびのびサロンを児童館で開催しました。 

１０月１４日に、少年団育成者連絡協議会定例会を児童館にて開催

しました。 

１０月１５日に、子育て親サロンを児童館で開催しました。 

１０月１６日に、スポーツ推進委員協議会定例会を児童館にて開催

しました。 

１０月１７日に、こども会育成者協議会定例会を児童館にて開催し

ました。 

１０月１７日から１９日までの間、子ども作品展等を文化会館にて

開催しております。 

１０月２６日に、町民体育大会を町民運動場にて開催しました。 

同じく、１０月２６日、青少年指導員協議会定例会を、中央地区集

会場にて開催しました。 

１０月２９日に、文化祭一般作品審査を文化会館で実施しました。 

１０月３０日から１１月３日までの期間に、文化祭作品展を文化会

館にて開催しております。 

次ページ以降の事業報告及び各施設の利用状況等につきましては、

後程ご覧いただきますようよろしくお願いいたします。 

報告は以上でございます。 
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大塚教育長 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

石本理事 

 

 

德田委員 

 

 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

ご質疑はございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第１・報告第３４号「行事等報告

について」を報告どおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおりに承認することに決します。 

次に日程第２・報告第３５号「町立各学校行事について」を議題と

致します。事務局担当者より趣旨説明をして下さい。 

 

学校行事についてご報告させていただきます。 

議案書の１７ページをお願いいたします。 

忠岡小学校でございます。１日、運動会、１０日、大規模避難訓練、

１３日、１４日、６年修学旅行、２１日、観劇会、２５日、５年生

忠岡町合同音楽会となっております。 

続きまして１８ページをお願いいたします。 

東忠岡小学校でございます。１８日、１９日、修学旅行となってお

ります。 

続きまして１９ページをお願いいたします。 

忠岡中学校でございます。４日から７日まで３年生進路懇談、１２

日、１３日、２年生職業体験。１８日、３年生第３回学力診断テス

ト、２２日、土曜参観、２６日から２８日までが期末テストとなっ

ております。 

報告は以上となります。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

６年生の修学旅行は両校とも先週終わって、特に、問題はなかった

のでしょうか。 

 

両小学校とも、特に大きな怪我等もなく無事に修学旅行に行くこと

ができたと聞いております。 

 

１１月１日の運動会、私は忠岡小学を校拝見させていただいたので

すが、先生のご指導のおかげで子どもたちも元気よく、きちんと練

習を重ねた成果が見られたと思います。先生のご尽力に感謝したい

と思います。ただ1つ私自身も気が付いたのと、何人か保護者の方か
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石本理事 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

德田委員 

 

 

竹林委員 

 

 

 

 

 

石本理事 

らのご意見もあったので、お伝えさせていただきます。 

入場門と退場門が、忠岡小学校には用意されていませんでした。た

ったそれだけのことなのですが、非常に保護者の方も、私自身も驚

いたというのが正直なところです。先生のご負担と、もしくは前日

雨だったので、朝まで状況がわからなかったということもあったの

ではと思いますが、何年か前にはすごく装飾もされておりましたけ

れど、そこまで行かなくとも、せめて入場門と退場門ぐらいは用意

してあげたらなというのが正直なところでした。保護者の方も、非

常に驚いてらっしゃったのと、先生の負担軽減ということがここ何

年か言われておりますけれども、そのせいでしょうか、入場門も退

場門もないというのは、そのためですかっというようなご意見があ

りました。それと、もしそれぐらいのことができないのであれば、

ＰＴＡの方、保護者の方の協力も得られたはずなのに、そういった

こともなくということだったので。まだ何を言っても小学校で子ど

もですし、特に低学年の子どもたちは、非常に楽しみにしていると

いう部分もありますので、それぐらいのことはしていただけたらな、

というところが正直なところです。 

 

入退場門のことにつきましては、また、どういった理由でというこ

とは確認させていただいて、今、いただいたご意見につきましては、

貴重なご意見として、学校長の方に伝えさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 

東忠岡小学校では入退場門はありました。忠岡小学校の方は、また

確認させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

学級数が少ないということでしょうか、その様なことはないと思い

ますが。 

 

そういうことではなくて、赤いコーンが置かれていただけで、どう

なのだろうと思ったのですけれど。 

 

忠岡小学校の学校だよりにＳＮＳの使い方についてご指導いただい

たということで載せていただいているのですが、この中に、携帯を

持っているかどうかということを、全校集会で尋ねているのですけ

れども、これは学校の先生がこういうような講話をしたのか、それ

とも、外部の方が指導したのか、どちらなのでしょうか。 

 

この集会でお話された方が、外部の方なのか、或いは、いわゆる校
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竹林委員 

 

 

 

 

 

 

石本理事 

 

 

 

谷野委員 

 

 

 

 

伊藤課長 

 

 

谷野委員 

 

大塚教育長 

 

伊藤課長 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

長ではなく、生徒指導担当が話をする場合もございますので、また

確認をさせていただきます。ただ、そのＳＮＳにつきましては、中

学校の方も、毎年、外部の方に来ていただいたりとか、小学校の方

も外部の方に来ていただいて話していただく場合もございますの

で、この度の全校集会でどういった状況で話をされたのかにつきま

しては、再度確認させていただいて次回ご報告させていただいてよ

ろしいでしょうか。 

 

何故このようなことを聞いたかと申しますと、持ち物の子どもたち

の状況を聞くときに、子どもたちの持っていない側からすると、ど

うなのかなということが1点と、それと、子どもは、知恵まわします

ので、この状況を見て、どれぐらいの子どもが持っているのか、み

んな持っているから、私も買ってというふうなことに使われる場合

もありますので、この点、確認していただけたらと思います。 

 

また学校の方に確認をさせていただいて、今いただいたご意見につ

きましては校長に貴重なご意見として伝えさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

 

ちょっと質問ですが、保護者の方から、中学校の音楽会のときにバ

スケットゴールで見えなかったという意見を聞きまして、故障中だ

と思うのですが、いつ直るのかなと聞かれて、ちょっとわかりませ

んと答えたのでが、今年度中は厳しいでしょうか。 

 

現在、手続き中でございまして、今年度中には、修繕できるかなと

いうふうに考えております。 

 

安心しました。 

 

やっぱり老朽化でしょうか。 

 

そうですね、大分古いものですので簡易な修理というところがなか

なか難しく、結構大掛かりというものになります。ワイヤーが破損

して上がらなくなっているという状態ですので、そのあたりについ

て調査も含めた対応をしておりますので、もうしばらくお待ちいた

だければと思います。 

 

ご質疑はございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第２・報告第３５号「町立各学校
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大塚教育長 

 

 

 

 

伊藤課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事について」を報告どおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおりに承認することに決します。 

次に日程第３・議案第１８「忠岡町教育委員会後援名義の使用申請

について」を議題と致します。事務局担当者より趣旨説明をして下

さい。 

 

議案書２３ページをお願いいたします。 

忠岡町教育委員会後援名義の使用申請についてご説明させていただ

きます。 

主催者名「ヒューマンアカデミー株式会社」より、事業名「ヒュー

マンアカデミーロボット製作・プログラミング体験無料イベント」

の後援名義の申請がございました。 

実施日時は令和７年１２月１日(月)から令和８年１月３１日（日）

までで、実施場所はテクスピア大阪（泉大津市）で５回開催される

ものでございます。 

また、参加対象は小学１年生から６年生で、参加費の徴収はござい

ません。株式会社ということで、利益を追求できないということで

はありませんが、今回、無料で開催しています。 

別で配布しております議案第１８号資料をお願いします。 

資料の７ページをご覧ください。 

ロボット製作体験会で上段の四角枠の３行目に「保護者の方に国の

方向性であるプログラミング教育について理解を深めていただきま

す。」とあり、本事業専用体験内容を使用として、「本体験イベント

用キット、パーツ７２ピース」の記載のほか、無料体験以外の「本

コース仕様キット、パーツ４３２ピース」とあります。 

８ページをお願いします。プログラミング体験会で上段の四角枠の

３行目にロボット製作体験会同様に「保護者の方に国の方向性であ

るプログラミング教育について理解を深めていただきます。」とあり

ます。 

９ページをお願いします。実施スケジュールとして１０月に後援名

義を申請した後、１１月末に本町に対して各小学校に広報チラシの

配布依頼、１２月１日から翌年１月３１日まで全５日で５回開催し、

各回４名予定しているとのことでございます。 

次のページをお願いします。ページ中段で、（２）事業終了後のフロ

ー体制の①ご紹介で「その後もし通常の本コースの説明を強く希望

される方がいらっしゃった場合のみ、トラブルを避ける為、補足と
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大塚教育長 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

德田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

德田委員 

 

 

して弊社ロボット教室の説明をすることがあります。」と書かれてい

ます。 

無料体験会としておりますが、やはり無料体験会の後につながるこ

とを考えておられているようなところが見受けられますので、忠岡

町教育委員会の後援に関する規定第１条第３号にある「営利を主た

る目的とする事業」であったり、特定の企業の宣伝又は売名を目的

とするものとして、第５号の「その他委員会がこれを後援すること

が不適当と認める事業」に該当するのではないかと事務局では考え

ております。 

なお、当該業者より同様の申請があったか近隣自治体に確認しまし

たところ、和泉市教育委員会では別日開催ではありますが後援名義

の申請があり許可を出しているとのことです。 

岸和田市、高石市、泉大津市につきましては、後援名義の申請が届

いていないとのことです。 

説明は以上でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を賜ります。 

 

ここにあります通りで、この１０ページの、その後もし通常の本コ

ースの説明を強く申される方がいらっしゃった場合のみトラブルを

避けるため補足として弊社のロボット教室の説明をすることがあり

ますと、趣旨はここでしょう。これは如何なものかと思いますが。 

 

申請書にもあるように目的が、プログラミング教室や２０２５学習

指導要領改訂に対する保護者理解、関心を高めるなので、でも対象

者が小学生なのですが、対象者と目的の対象が合っていないという

ことですよね。今日、ここで詳しい資料をいただく前から思ってい

ましたが、明らかに営利目的だなということが見受けられるなっと、

私は思って資料を見てきたのですけれども、詳しい、この資料を拝

見したら、やはり営利のところに繋がっていく足がかりになるとい

うことなので、非常に慎重に判断すべきだなと思います。 

 

ご質疑はございませんか。 

教育委員会としても人数が少なすぎる、４名だけで名義をとって、

呼びかけるということはどうかと。 

 

すいません。それと、今日いただいた資料の９ページですが、各幼

稚園小学校へ配布依頼となっているのですが、これは状況として、

その後どのようにされているのでしょうか。 
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伊藤課長 

 

 

新田教育長

職務代理者 

伊藤課長 

 

德田委員 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

伊藤課長 

 

 

 

 

 

本町としましては、まだ一切そういったことについて対応しており

ません。 

 

後援名義を承認したら入るということですよね。 

 

おっしゃるとおりです。 

 

これも負担になりますよね。 

 

そうですね。そうですし、要は承認とって承認されていますよ、後

援ついていますよということですよね。これはちょっとどうでしょ

うか。 

 

ありがとうございます。 

この、後援名義の申請で来ているもの自体は無料体験のイベントで

すけれども。その後の本コースというのは、当然、お金がかかる教

室みたいなものがあるようです。どうでしょうか。今回は見送りと

いうことでいかがでしょうか。 

 

（ 「異議なし」 ） 

 

ご質疑はございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第３・議案第１８号「忠岡町教育

委員会後援名義の使用申請について」を不許可とすることにご異議

ございませんか。 

 

（ 「異議なし」 ） 

 

ご異議がないようですので、不許可とすることに決します。 

次に日程第４・議案第１９号「令和７年第４回忠岡町議会定例会議

案教育委員会関係事項について」を議題と致します。事務局担当者

より趣旨説明をして下さい。 

 

令和７年度忠岡町一般会計補正予算第６号についてご説明させてい

ただきます。 

議案書の２８ページをお願いします。 

教育委員会関連のみご説明させていただきます。 

歳入で、第１５款府支出金、第２項府補助金、第５目教育費補助金

で補正額１８万５千円の減額は、今年度入れ替えしました小中学校
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大塚教育長 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

のGIGAスクール用タブレット端末調達に係る契約額が確定したこと

による減額でございます。 

２９ページをお願いします。 

歳出で、第１０款教育費、第１項教育総務費、第２目教育総務費で

補正額８２７万円の増は、こどもチャレンジ支援事業補助金の３５

１万円を減額しましたが、職員の増員及び人事院勧告に伴う職員の

給与改定による人件費等の増額でございます。 

３０ページをお願いします。 

上段の第２項小学校費、第１目学校管理費で補正額１，６７８万３

千円の減は、町立小学校の特殊建築物定期検査及び劣化度調査業務

委託料や小学校児童用GIGAスクール用タブレット端末の契約額が確

定したことによる減額でございます。 

下段の第３項中学校費、第１目学校管理費で補正額９３０万１千円

の減の理由としましては、先ほどの小学校費同様の、町立中学校の

特殊建築物定期検査及び劣化度調査業務委託料や中学校生徒用GIGA

スクール用タブレット端末の契約額が確定したことによる減額でご

ざいます。 

３１ページをお願いします。 

第４項社会教育費、第１目社会教育総務費で補正額１３７万８千円

の増は、人事院勧告に伴う職員の給与改定による人件費等の増額で

ございます。 

次ページにかけましての第４目公民館費で補正額６８５万９千円の

減は、人事院勧告に伴う職員の給与改定による人件費等を増額しま

したが、職員の減員による減額でございます。 

説明は以上でございます。どうぞよろしくご承認くださいますよう、

お願いいたします。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

ご質疑はございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第４・議案第１９号「令和７年第

４回忠岡町議会定例会議案教育委員会関係事項について」を原案の

とおり決定することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。 

続きまして、その他に入ります。 

その他「忠岡町教育委員会後援名義の使用許可について」の報告を
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伊藤課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

お願いします。 

 

お手元に、別で配布しております。右肩上に、その他と記載してお

ります、忠岡町教育委員会後援名義の使用等申請書をご覧ください。 

団体名、羽衣国際大学・羽衣学園短期大学教育後援会として、事業

名、ファミリーコンサート２０２６。 

次に、団体名、一般社団法人ママと子どもの子育てラボとして、事

業名、オンラインゲームで消化体験！親子で備える防災＆マネー講

座、「もしも」に備える、家族の安心づくり。 

次に、団体名、サニーデイまつり実行委員会で、事業名、サニーデ

イ祭り。 

次に、団体名、泉州地区柔道連盟で、事業名、第４０回泉州地区柔

道大会。 

最後に、団体名、大阪忠岡モラロジー事務所で、事業名、ニューモ

ラル講演会につきまして、後援名義の使用を出しておりますので、

ご報告させていただきます。以上でございます。 

 

ご質疑はございませんか。 

ご質疑がないようですので、その他についての報告は以上です。 

本日提出されました議案はすべて終了いたしました。 

傍聴者は、ご退室をお願いいたします。 

 

 

以下の内容を報告して終了。 

 

１．令和７年 第１２回教育委員会定例会議の日程について 

 

議決事項 

議案第１８号 忠岡町教育委員会後援名義の使用申請について 

議案第１９号 令和７年第４回忠岡町議会定例会議案教育委員会

関係事項について 

案件１ 令和７年度忠岡町一般会計補正予算 

（第６号）について 

 

 


